
奈良市緊急告知ラジオ購入費等補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、緊急告知ラジオを購入等する者に対し、予算の範囲内で奈良市

緊急告知ラジオ購入費等補助金（以下「補助金」という。）を交付することについ

て必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「緊急告知ラジオ」とは、災害発生時にコミュニティＦ

Ｍ放送局から発せられた起動信号を受信すると自動的に起動し、本市が発する緊急

放送を受信することができる機能を備えたラジオをいう。 

（補助対象経費等） 

第３条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）ごとの補

助対象者及び補助金の額は、別表のとおりとする。 

（交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、奈良市緊

急告知ラジオ購入費等補助金交付申請書（別記第１号様式。以下「申請書」とい

う。）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(１) 補助対象経費の額（取付けに要する費用を含む。）を確認できる書類 

(２) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者が緊急告知ラジオのみを購入した場合にあって

は、申請書及び補助対象経費に係る領収書を市長に提出するものとする。 

（交付決定） 

第５条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付

の可否を決定し、奈良市緊急告知ラジオ購入費等補助金交付（不交付）決定通知書

（別記第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

（変更等の承認） 

第６条 申請者は、市長に提出した申請書の内容を変更しようとするとき、又は申請

を中止しようとするときは、直ちに奈良市緊急告知ラジオ購入費等補助金変更・中

止（廃止）承認申請書（別記第３号様式）を市長に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 



（補助金の実績報告） 

第７条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助対象経費の確定後、速やかに奈良

市緊急告知ラジオ購入費等補助金実績報告書（別記第４号様式。以下「実績報告書」

という。）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。 

(１) 補助対象経費に係る領収書 

(２) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者が緊急告知ラジオのみ購入した場合は、実績報

告書の提出は不要とする。  

（補助金の額の確定） 

第８条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、当該報告にかかる書類等を審

査し、第５条の規定による交付決定及び交付決定額について適当であると認めたと

きは、交付すべき補助金の額を確定し、奈良市緊急告知ラジオ購入費等補助金確定

通知書（別記第５号様式）により、申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 市長は、第５条（申請者が緊急告知ラジオのみを購入した場合に限る。）及

び前条の規定において、申請者に通知した額を申請者に交付するものとする。 

２ 申請者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとする場合は、奈良市緊急

告知ラジオ購入費等補助金交付請求書（別記第６号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付を受けようと

し、又は受けた者に対し、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金

を返還させることができる。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２９年１月１８日から施行する。 

附 則 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

  附 則 



この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この告示は、令和５年４月１日から施行し、この告示による改正後の奈良市緊急告

知ラジオ購入費等補助金交付要綱の規定は、令和５年度予算に係る補助金から適用す

る。 

  



 

別表（第３条関係） 

補助対象経費 補助対象者 補助金の額 

１ 緊急告知ラジオの購入に

要した経費（補助対象者１

人につき、一の年度当たり

５台を限度とする。） 

ア 市内に住所を有 

 し、現に居住してい 

 る者 

イ 市内に通勤し、又 

 は通学している者 

補助対象経費の２分の１

の額（１００円未満の端

数が生じたときは、その

端数を切り捨てた額とす

る。） 

２ １台の緊急告知ラジオを

利用するために必要となる

分配器及び同軸ケーブルの

購入並びに接続作業に要し

た経費（付随するサービス

の加入等に要する経費を除

く。） 

次に掲げる地区に住所

を有し、現に居住して

いる者 

ア 田原地区 

イ 柳生地区 

ウ 大柳生地区 

エ 東里地区 

オ 狭川地区 

カ 月ヶ瀬地区 

キ 並松地区 

ク 吐山地区 

ケ 都 地区 

コ 六郷地区 

補助対象経費の２分の１

の額（その額が１０，０

００円を超える場合は、

１０，０００円を限度と

し、１００円未満の端数

が生じたときは、その端

数 を 切 り 捨 て た 額 と す

る。） 

備考 

１ 補助対象経費について、国、県、市等から同種の補助金等の交付を受けた場合

は、補助金の交付対象外とする。 

２ ２の項に規定する補助対象経費を申請しようとするときは、１の項に規定する

補助対象経費を同時に申請しなければならない。 

 

 



別記 

第１号様式（第４条関係） 

 

 

 



第２号様式（第５条関係） 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６号様式（第９条関係） 

 


